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平成２３年第４回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（平成２３年１２月１３日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５８分 開会）

開 会 ・ 会 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいまから、平成２３年歌志内市議会第４回定例会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしております。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則により、会議録署名議員に４番下山則義さん、６番女鹿聡さんを指名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

この定例会を、本日から１２月１５日までの３日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第３ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

渡部議会事務局長。

○議会事務局長（渡部一幸君） 報告いたします。

この定例会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案５件、選挙１件、委員長報告

１件であります。

次に、議長の報告でございますが、平成２３年第３回定例会以降、昨日までの議会動向につ

きましては、本日別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので、御了承願います。

また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記

記載のとおりであります。
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本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

市 政 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第４ 市政報告であります。

教育行政について、報告を求めます。

吉田教育長。

○教育長（吉田英一君） －登壇－

おはようございます。

平成２３年９月１３日開催第３回定例市議会以降の市政報告１件を申し上げます。

４市町間の公の施設の相互利用に関する協定についてでございます。

第２回定例市議会において御報告させていただきましたが、昨年、上砂川町、奈井江町、浦

臼町の３町による教育行政の広域連携が協議され、ことし２月に本市にも参加要請があり、平

成２３年度より改めて４市町による調査研究及び協議が始まりました。５月２４日に、本市と

上砂川町、奈井江町、浦臼町による第１回４市町教育長・次長会議が開催され、その後、３回

に及ぶ広域教育行政についての協議が行われました。

その中で、４市町においては、住民福祉、住民サービスの向上に資するため、これまでに福

祉、文化、体育施設等、各種の公共施設を建設・設置してきたところであり、住民の活動範囲

はますます広域化するとともに、各種施設建設等の要望もまた多様化しております。このた

め、歴史的に住民層のつながりの深い地域の住民については、それぞれの市町の設置した公共

施設を施設設置の市町住民と同様の条件で相互に利用できるようにすることにより、住民に新

たな負担を生じさせることなく、多種多様な施設を利用することが可能となり、それぞれの市

町の住民サービスの向上が図れるものであります。

したがって、本市においては、有料施設を設置しているまちの住民以外が利用する場合に

は、現行で１.５倍や２倍の使用料となっている施設を、設置しているまちの住民と同額で使

用できるといった大きな利点があり、本市に設置のない施設を利用する場合には安い料金で活

用できることとなるものであります。

このようなことから、社会教育関連施設につきまして、平成２４年４月１日から４市町間に

おいて相互利用するものであり、協定書（案）に基づき、各市町が足並みをそろえ、１２月議

会において行政報告を行うものとなっております。

また、本協定書は、来年１月には４市町の首長が調印する運びとなっており、各市町、広報

等の掲載やチラシの配布により広く住民の皆さんに周知していく予定となっておりますことを

御報告申し上げます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） ４市町が２５施設を相互的に利用するということで、そして利用しや
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すいようにそのまちの料金で他の市町が、そういった住民の方々も利用できる。それは歌志内

市も加わってこれから実施していくというようなことではございますが、これは大変いいこと

だと思います。決して反対するとか何とかそういう立場ではなくて、疑問な点についてちょっ

と質疑をさせていただきたいと思います。

まず、これは今、説明のほかに、１２月７日、プレス空知に出ている新聞の記事をちょっと

持っているのですが、これについて確認したいことがございます。

まず、１番目でありますが、この記事の内容によると、事務局を務める奈井江町教育委員会

は、同じ趣味の人が集まってくる。これは大変いいことだというようなことをまず一つ書かれ

ています。私もそのそのとおりだと思います。これに、今、新聞の中で言われていることがで

き上がっていく可能性といいますか、将来的にそういったものが可能性をどの程度のものがで

き上がっていくということを考えておられるのかということを、まずお聞きしたいと思いま

す。

それと、もう一つ、将来的には共通の役割を持つ施設があるので役割分担の議論も出てくる

のではないか。これについてですが、この文章を読みますと、例えば陶芸一つを例にとってみ

ると、陶芸は上砂川が大変やっていますと。ですから歌志内のものはさておいて、上砂川に皆

さん集まってやってもらえませんかという、そういったことにつながっていくのか。もしもそ

うであれば、私は歌志内市民に対するサービスの低下になるのではないかと思っています。そ

のようなことから、この質問をさせてください。

それと、先ほど１番目の質問でもしましたけれども、こうすることによって、歌志内の施設

ですね、今言われている六つの施設ですか、それにどれぐらいの人間が歌志内に集まってくる

ということを考えておられるのか、お聞きしたいと思います。

そして、もう一つでありますが、これは相互利用に関する協定書の第５条にありますけれど

も、市町の住民も地元住民と同じ料金で施設を利用することができる。歌志内市は六つの施設

が出ていますが、市立図書館とかというのは料金だとかそういうのはないと思うのですけれど

も、その料金、歌志内市の料金は幾らで、ほかの地域の方々は幾らですよという、この六つの

施設についての金額、これを知らせてほしいと思います。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） このたびの事業におきましては、初めての試みということで４月

から行われるということでこざいまして、初めてやっていくということでございまして、先ほ

どの質問の可能性、それから役割分担、ここら辺については今後の課題になるのではないかな

と。ここら辺の協議についてはまだされておりません。これから様子を見て、どのように利用

状況を見ながら進めていくのではないのかというふうに考えております。

それから料金の関係ですけれども、当市の施設の料金についてはすべて無料ということで、

ほかの住民と歌志内の住民と利用されても今回の施設については無料ということでございます

が、一部、郷土館それから公民館ですか、これについては市内、市外とも料金の差はないとい

うことでございます。

その他、奈井江町、浦臼町の料金については、例えば奈井江町なら１.５倍、それから浦臼

町であれば２倍というようなことが今回の協定によって、歌志内の市民が例えば奈井江町、浦

臼町の施設を利用する場合は、そのまちの人が使う料金と同一の料金になるということでござ

います。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。
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○４番（下山則義君） そういうことになりますと、歌志内市の市民がほかの施設を利用する

ときには大変便利だというか、安い金額で利用することができると。ただ、歌志内市は、市

内、そして市外の方々は一律でやってきているということで、変わりはないのですというよう

なことでよろしいのでしょうか。その点についてはわかりましたけれども、歌志内に人口たく

さん集まってきてくれるような、そんな状況であればと思ってその質問をしたのですが。

あと、どうしても一つ気になるところがあります。将来的には共通の役割を持った施設があ

るので、役割分担の議論ということが新聞に載っているわけなのですが、まだ始まっていない

ところなので答弁がしにくい、できないというような答弁なのかなと思いますが、やはり

ちょっと、このところに今先ほど言いましたように、歌志内市にあるものについて違う地域に

もあるから歌志内やめましょうねという、そういった役割分担という議論が出てくる、これは

ちょっとまずい、歌志内の市民に対するサービスの低下ということを考えると余りよくないこ

となのかなというふうに思うのですが、この辺のところのスタンスをしっかりと持って協議に

当たってもらいたいということと、歌志内に今あるもの、何といっても、今、陶芸の話をしま

したけれども、実際、サークルには違う地域の方々が、あるいは木彫なんかでも違う地域の

方々が来てやっているわけなのです。同じ料金で。そういう関係がありますので、歌志内市が

役割分担いらなくなりましたねというようなことが最終的に進んでいくのは、私は余りよろし

くないなというふうな思いがあるのですが、その辺のところの考え方を答弁願えればと思いま

す。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 歌志内市民としては市外の施設を、ない施設とかいろいろな部分

で選択肢というのですか、そういうものをどんどん利用するに当たって、すごくいいことだな

というふうに思っております。

逆に、うちの市としては無料ということで、料金がかからないという部分での市外からの利

用というものも期待しているところでございます。その中で役割分担の話ですけれども、全く

そういう、今、現時点で、今までの議論の中で今の施設を廃止するとか、こんなことの議論は

一切出ておりません。あくまでも今の既存の施設を４市町で住民が相互に利用していくという

ことでの議論で進めているということで、どこかに集約して施設を、役割をそこに移行してい

くというようなことは今までの議論の中ではなかったところでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 私もちょっと、今、急に見たものですからお伺いをしたいと思うので

すけれども、歌志内市では６施設、これは条例とか規則を一部改正する必要がないのか、その

辺１点。

それから、公民館の件なのですけれども、たしか私の記憶では、公民館については各団体と

いうのかな、減免規定が採用されていると思うのですけれども、もしほかのまちの人が使われ

た場合はそれらをどうするのか、２点お伺いいたします。

○議長（山崎数彦君） 阿部教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（阿部幸雄君） 条例等規則の改正は必要がないのかという１点目の

御質問でございますけれども、まず、公の施設は自己の住民に利用されるのが本来の目的とい

うふうになってございます。自己の住民の利用を損なう恐れがないと判断した場合は、他市町

の住民にも利用させることができるものであるということでございます。

設置団体の住民の利用を損なう恐れがないと判断して、４市町で十分な協議を行った結果、
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相互利用することとしたものでございまして、市民にのみ利用をせしめることを目的とした施

設を、あくまでも任意の協定による相互利用というとらえから、条例改正は必要ないというふ

うに考えてございます。

ただ、奈井江町、浦臼町のように、町民と町民以外の使用料をそれぞれ５０％加算、あるい

は２倍といった規定をしているところについては、使用料の部分については条例改正が必要だ

というふうに考えております。

また、２番目の公民館の減免規定ともかかわりますけれども、４市町ともに使用料を同一に

するという考え方からいたしまして、減免についても各４市町同一ということになりますの

で、当市の場合においても減免規定は規則でうたっている部分がございますので、そこら辺を

改正しなければならない部分もあるのではないかということで考えております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありますか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） そうしますと、この資料を見ますと、協定の年月日が入っていないの

です。私は、規則だから条例を改正するとすれば、先にそちらのほうを改定して、それから協

定に入るのではないかという気がするのですけれども、その辺の取り扱いはどうなのでしょう

か。

○議長（山崎数彦君） 阿部主幹。

○教育委員会事務局主幹（阿部幸雄君） 当市の場合、減免規定に該当してくる部分につきま

しては、郷土館とそれから公民館という部分が当たりますけれども、実施が４月１日、協定が

１月中となっておりますので、それまでには規則改正を行いたいというふうに考えておりま

す。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

谷秀紀さん。

○７番（谷秀紀君） 私、今、本当は３点質疑しようと思ったのですが、１点、条例、規則等

について原田議員がしましたので、２点確認を伺っておきたいと思います。

まず、協定書（案）の３条、利用者の範囲の中で、対象施設を利用できる者、俗に利用者の

確認方法については、内容的にそれぞれの市町は統一して行うのかどうか、この辺ですね。や

はり、せっかくこの施設を利用するに当たって、やはり奈井江の住人なのか、例えば砂川の住

人なのか。確認方法というのは非常に難しいのではないかと、このように考えるわけですよ。

そこで、この確認方法について、どういう手法を持ってやるのか。これが１点。

それから２点目です。公社の関係ではありますけれども、特に冬期に利用頻度の高いアリー

ナチロル、これがこの協定書の中で対象施設にしなかったのかどうか、この辺についても

ちょっと伺っておきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 阿部主幹。

○教育委員会事務局主幹（阿部幸雄君） まず、１点目の利用者の確認方法を統一するのか、

あと、その手法ということですけれども、こちらのほうの利用者の確認方法は各施設ごとに判

断するというふうになっております。確認方法の仕方としては免許証の提示だとか、学生さん

であれば学生証の提示というふうな形になろうかというふうに思っております。

また、２点目のアリーナチロルをこの中に入れる考えはなかったのかという御質問ですけれ

ども、今回の協定につきましては、あくまでも社会教育施設というようなとらえ方で実施して

おりすので、アリーナチロルの件につきましては協議されなかったというところでございま
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す。

○議長（山崎数彦君） 谷秀紀さん。

○７番（谷秀紀君） 各施設の利用者の確認方法なのですが、今、学生証、免許証という答弁

がございました。実は、免許証も学生証も持っていない方も多数いると思うのです。中には御

婦人の方だとか。やはりそういうことは、私は非常に困難を極めるのではないかと、このよう

に思っているわですよ。それで、このことはどんどん波及していくと、やはりここが非常に心

配なところでございます。ここのところは、だから先ほど単純に免許証とか学生証と答弁があ

りましたけれども、そういう人たちの場合はどのように確認をとるのだと、これは非常に大事

な問題だと思うのですよね。このことについは、協議した上でこの協定書を、３条を策定して

いるのかどうか。これこそ非常に問題なところだと思うのです、この協定書の中では。だか

ら、もう一度、もう少し明解に理解できる答弁をいただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 打ち合わせの中で確認方法をどうするのだということで、先ほど

主幹がおっしゃった免許証なり、そういうことも当然、そういうことが一番望ましいというこ

とですけれども、最終的にやはりその現場現場での各市町の考え方により、最終的にそこにゆ

だねるということになったのですけれども、例えば免許証、そういうものもありますけれど

も、そこの施設によって受付表というのですか、その中に名前、住所なり、そういうものを書

いて対応しているというところもあるように聞いております。そこら辺は、その方を信用して

やるという現場も、そういうところもあるということで、あくまでの施設の今までの対応、こ

れにゆだねて進めていきましょうということで４市町での確認をしております。

○議長（山崎数彦君） 谷秀紀さん。

○７番（谷秀紀君） 確かに大変難しいことだとは理解します。それで、運営に当たってそこ

ら辺、トラブルが発生しないように、これは当事者間で当初からしっかりとした対応をしてい

ただきたいと、このように思いますけれども、この辺について３回目ですから。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） ここら辺にはそういう御意見があったということで、再度、４市

町で打ち合わせをしてまいりたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 今回のこの協議について、最初に奈井江、上砂川、浦臼と話し合いをし

ていって、後から一緒にやりませんかという感じで来たのだと思うのですけれども、ほかにど

こか声をかけたまちがあったのかと、あと、なぜ今回、ほかに参加しないかと呼びかけていた

のに、なぜ今回一緒にやらなかったのかというのがわかれば教えていただきたいなと思いま

す。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） ６月の行政報告のときにも、ちょっとその関係をお話しさせてい

ただいておりますけれども、１市３町による教育行政の関係が協議されて、そのときにいろい

ろな教育行政の広域化というものも話された中で、この１市３町がそのときの構成メンバー

だったということで、何年かたって、昨年３町でその話が持ち上がって、そのとき過去に４市

町でやっているのだから、せっかくなら歌志内にも入っていただこうということで、そういう

話があって、今年度４月から４市町でこの協議が始まったということでございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。
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○６番（女鹿聡君） 今後は視野を広げて、もっと違うまちにも呼びかけしたりということは

考えられるのですか。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 現時点では４市町で始めていくということで、そこまで先の議論

は今のところはまだ至っていないというところでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） ちょっと確認なのですけれども、使用料を増額にするという提案なの

ですけれども、現行の利用料金、それぞれが違うのか。例えば、図書館なんかは歌志内は無料

ですね。ほかの上砂川、奈井江なんかも図書館を持っているわけですけれども、現時点で市民

が使うのは無料で、当然、これに関連しますと歌志内が行っても無料ということになるので

しょうけれども、その辺の差、例えば、これにダブっているのはパークゴルフ場ですとか、野

球場ですとかというのがダブっているのがあるのですけれども、現行は例えば３００円なのだ

けれども、それを歌志内さんに合わせて２００円にするとか、そういう協議が対象になってい

るのかどうか、その辺をお聞かせください。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） あくまでもそのまちの施設の料金ということで、４市町での同一

の料金ということは今後の課題になろうかと思いますけれども、あくまでも今のそれぞれのま

ちのその施設の料金が基本になるということでございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） それでは、今ここに書かれている各施設、これの料金というのは、提

携できれば即周知できる格好にはなると、こういうことですか。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 周知方法については、これから調印して来年の４月から実施です

から、それまでの間に広報、それから４市町でのチラシ、こういうものをつくって周知してい

こうということですので、今、それの作業をしている最中ということでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

梶敏さん。

○１番（梶敏君） いろいろな施設が共有できるとはいい方向に向いていけばいいなと、この

ように思っております。ただ、利用する場合に、よそのまちの人が申し込むわけですから、利

用するところの自治体が詳しくわからないと。そうなると、申し込みをどうしていくのか、歌

志内教育委員会の中でその中継をとってくれるのか、そんなことをどう考えているのかお伺い

したい。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） あくまでもそのまちの施設ですね。その利用する施設が受付を行

うということになっております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

報 告 第 ９ 号
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○議長（山崎数彦君） 日程第５ 報告第９号議案第４４号平成２２年度歌志内市各会計歳入

歳出決算の認定について、議案第４５号平成２２年度歌志内市病院事業会計決算の認定につい

て（平成２３年９月１３日決算審査特別委員会付託）を議題といたします。

この件について、特別委員会委員長の報告を求めます。

決算審査特別委員会委員長谷秀紀さん。

○決算審査特別委員会委員長（谷秀紀君） －登壇－

報告第９号議案第４４号平成２２年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定について、議案第

４５号平成２２年度歌志内市病院事業会計決算の認定について。

決算審査特別委員会審査報告書。

当委員会に閉会中の審査として、付託を受けた事件について審査の結果、次のとおり決定し

たので、会議規則第９８条の規定により報告いたします。

記。

１、事件。

議案第４４号平成２２年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定について、議案第４５号平成

２２年度歌志内市病院事業会計決算の認定について。（平成２３年９月１３日付託）。

２、審査の経過、１０月２５日、２６日、２７日の３日間、これが審査のため本特別委員会

を開催し、慎重に審査した。

３、審査の結果、いずれも認定する。

以上です。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、報告第９号について採決をいたします。

この本件に対する委員長の報告は認定するものであります。

本件は、委員長報告のとおり決することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第４４号平成２２年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定について、議案

第４５号平成２２年度歌志内市病院事業会計決算の認定についての件は、原案のとおり認定さ

れました。

選 挙 第 １ ０ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第６ 選挙第１０号歌志内市選挙管理委員及び同補充員の選挙に

ついてを議題といたします。

お諮りいたします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

お諮りいたします。

指名の方法につきましては、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議長において指名することに決定いたしました。

選挙管理委員に小島恵子さん、中嶋哲さん、杉田義之さん、黒田征子さん、以上４名を指名

いたします。

補充員は、補充の順位別に、第１順位に東利雄さん、第２順位に加藤園美さん、第３順位に

重栖次夫さん、第４順位に伊井滋さん、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま、議長において指名いたしました方々を選挙管理委員及び同補充員の当選人と定め

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、歌志内市選挙管理委員は小島恵子さん、中嶋哲さん、杉田義之さん、黒田征子

さんの以上４名。歌志内市選挙管理委員補充員は、第１順位に東利雄さん、第２順位に加藤園

美さん、第３順位に重栖次夫さん、第４順位に伊井滋さん、以上４名が当選されました。

議 案 第 ４ ９ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第７ 議案第４９号歌志内市債権管理条例の制定についてを議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） －登壇－

議案第４９号歌志内市債権管理条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、市税を除く市の債権の管理の適正を期することを目的として、その管理に関す

る事務の処理について必要な事項を定めるため、本条例を制定しようとするものでございま

す。

次ページの本文に参ります。

歌志内市債権管理条例。

第１条、総則については、本条例の目的を定めたものでございます。

第２条、定義については、本条例において条文中の用語の定義を定めたものでございます。

なお、議案資料１ページに歌志内市債権管理条例対象科目分類表を添付し、本条例の対象と

なる主な対象科目を点線枠で表示しておりますので、御参照願います。

第３条、台帳の整備については、市の債権を適正に管理するため、施行規則に定めるところ

により、債権管理するための台帳を整理しようとするものでございます。

第４条、督促については、督促状の発付について定めたものでございます。

第５条、延滞金については、延滞金の計算、徴収、減免について定めたものでございます。
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第６条、履行期限の繰り上げについては、市の債権の履行期限を繰り上げることについて定

めたものでございます。

第７条、滞納処分等については、市の債権中、公課に該当するものについて、市税、国税に

準じ、差し押さえ等の滞納処分等を定めたものでございます。

第８条、強制執行等については、市の債権中、その他の債権として市債権に該当する債権に

ついて、差し押さえ、裁判による履行請求等について定めたものでございます。

第９条、債権の申し出等については、その他の債権に該当する債権について、配当の要求等

の申し出及び担保の保全について定めたものでございます。

第１０条、徴収停止については、その他の債権に該当する債権について、法人であれば倒

産、債権金額が少額、債務者が行方不明等により納付が困難な場合に債権の保全及び取り立て

をしないことができることを定めたものでございます。

第１１条、履行延期の特約等については、その他の債権に該当する債権について、債務者が

無資力、災害等の理由により納期内納付が困難な状態にあるときに、分納等により納付期限を

延長することができることを定めたものでございます。

第１２条、その他の債権の放棄については、その他の債権に該当する債権について、債務者

が生活困窮、民法で定めた消滅事項が満了したとき等に当該債権等を放棄することができるこ

とを定めたものでございます。

第１３条、委任については、規則への委任について定めたものでございます。

附則第１項については、条例の施行期日を定めたものであります。

第２項については、本条例の施行に伴い、歌志内市使用料等の督促等に関する条例を廃止し

ようとするものです。

第３項については、地方税法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１５号）に準じ、当

分の間、延滞金の率について特例基準割合等による特例について定めたものであります。第４

項については、歌志内市使用料等の督促等に関する条例廃止に伴い、条例廃止前の延滞金の算

定基準等を新条例に引き継ぐことを定めたものであります。

以上でございますので、御審議よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

谷秀紀さん。

○７番（谷秀紀君） 本条例の制定については、恐らく地方自治法の債権に関する自治法と自

治令などに基づいて提案したと思うのですが、一応、確認をさせていただきます。

まず、自治法上の２４０条の１、それから自治法２４１条の４、自治法２４０条の２、それ

から督促の関係で自治令１７１条、それからその中である自治法２３１条の３第１項に規定す

るものです。それから、次に強制執行等の自治令１７１条の２、そしてこの中にある債権の関

係ですが、自治法２３１条の３第３項、それから履行期限の繰り上げ、これらについては自治

令１７１条の３、それから債権の申し出等自治令１７１条の４、それから徴収停止であります

と自治令の１７１条の５、それから履行延期の特約等、これは自治令１７１条の６、それから

免除、自治令１７１条の７、そのほかに地方自治法２４０条第２項の強制執行ということもあ

りますが、これらに基づいて運用されるものとして解釈してよいか、これが１点、それから、

次に生活困窮者の場合の債権放棄をする場合、この基準はどのようにするのか、この２点につ

いてお伺いします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） １点目の督促延滞金の徴収停止、いろいろ項目がございました
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が、それらについては地方自治法及び地方自治令に基づいて業務を進めてまいりたいと。１点

目の債権の管理について、地方自治法に基づくというようなことで債権管理を行ってまいりた

いということで、谷議員さんが言われた条例等が挙げられましたが、それらにあわせた中で管

理をしていくということでございます。

それと、２点目の生活保護の基準、困窮者の基準なのですが、一応、生活保護の基準、生活

保護法の最低生活費に対しての基準なのですが、それに１０％上乗せした収入で判断をしたい

というふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 谷秀紀さん。

○７番（谷秀紀君） １点目のは、当然、自治法、自治令に基づいてこの債権問題は処理して

いくのだろうと思いますが、私はこの法律の解釈、また担当者が誤った場合、これは大きな問

題になりますので、この辺は慎重にきちんと内容を精査して、この債権処理に当たっていただ

きたい、このことを申し上げたいと思います。このことについて答弁いただきます。

それから次の生活困窮者、生活保護ばかりではないと思うのです。生活困窮者の場合の債権

を放棄する場合の基準は、どういう基準を置いて債権放棄するのですかということをお聞きし

ているのですが、答弁は生活保護者世帯、それを基準にして答弁があったように私は受けとめ

ております。ですから、生活保護者ばかりではなく一般的に、今、前段に言った生活困窮者の

場合の放棄をどのような基準を決めてやるのだと、そういうことなのです。もう一度、答弁を

お願いします。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） １点目の谷議員さんおっしゃるとおり、徴収担当、この使用料関

係について各部署で担当するわけなのですが、慎重には慎重を期した中で、地方自治法にのっ

とった形で対処したいというふうに考えております。

それと、２点目の困窮者ということなのですが、先ほど生活保護の話ばかりしたのですが、

滞納者が所得、家庭状況等に滞納者の所得家庭状況の調査を行い、客観的に債務の弁済が不可

能と判断する前に債権放棄ということを考えております。その目安としまして、やはり生活保

護費の支給基準を照らし合わせるということでの御答弁ということでございます。

○議長（山崎数彦君） 谷秀紀さん。

○７番（谷秀紀君） ２点目の所得等とかいろいろございます。それはわかります、生活保護

家庭。問題は、僕は生活保護家庭は、要するに行政の中できちんと管理しておりますから、あ

る面では。全然そこら辺は問題ないと思うのです。それで生活保護家庭者が、そういう債権を

放棄するようなことはまずまれだと思うのです。そんなになかろうかと。

それはなぜかというと、今、生活保護家庭については住宅料などはみんな控除してやってい

ますよね。そういった面から、僕はそれは心配ないと。ただ、一般的な生活困窮者のことで主

に私は質疑したつもりなのですが、万が一、債権放棄をするよと決定する場合、この件につい

てはだれだれさんの債権放棄を決定するよといった場合、担当者単独で判断するのか、それと

も庁内協議、それぞれの所管、そういうものが協議して、何かあったら所管ごとにそういう人

は、恐らくいつもあなた方が答弁するときに、所管ごとに滞納があるからこちらが先に払って

もらっているからこちらが残るのだとか、そういうお話が逐次ありました。そういうことを踏

まえて、最終的に債権放棄するとき、そのときは庁内協議をするのか、それぞれの所管が集

まって。それとも前段に、今、申し上げました担当者が単独で判断してしまうのか、これは大

事なところなので、そこら辺はやはりしっかりとした対応を持った債権放棄になろうかと思う

のですが、そこら辺をもう一度しっかり答弁していただきたいと思います。
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○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 今の役所のシステムの中では、一応、一般的な使用料については

市の財政管財グループが責任者というか、担当としまして、年度末にこの債権放棄の決定をす

るということでございます。

そのほか、この一般的な使用料に入らない給食費とか、それらについては教育委員会のほう

でその債権放棄の決定をするということでございますが、いずれにしても債権放棄というのは

大変重要な事項でございますので、担当者単独の判断では間違ってもやっておりません。やは

り、担当者と財政管財グループとの担当者の話し合い、協議を経まして、最終的には市長決裁

までを仰いで、市長決裁をしてこの債権放棄を決定するということで、慎重な手続を踏んでい

るということでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 確認なのですけれども、この条例を制定することで住民への督促とか差

し押さえとかという規制が強まるということはなくて、今までどおりで行われるということで

よかったですか。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 委員会の中でも少しお話ししたのですが、この債権管理条例をな

ぜつくらなければならないかということについてでございます。

平成１７年に病院の診療費の不納欠損処分につきまして、債権放棄なのですが、これが最高

裁のほうで地方自治法は適用法令ではなくて民法でやりなさいと、民法が適用基準としなさい

というような判決を下されたことから、こういう医療費も含めまして一般的な使用料について

は、やはり民法に適用をした中で管理をしなければならないという状況に入りましたので、そ

ういうことから、これを市の債権を管理する条例をつくるということで、この条例をつくった

わけでございます。

したがいまして、今までの中身としては、よりどころとなる法律が変わったものですから、

変わって市の条例でなければ管理できないような状態になったものですから、この市の管理条

例をつくったわけでありまして、これらについては今までどおりの督促、滞納処分については

一切何ら今までどおり変わることなく、この条例ができたからといって急に請求だとか取り立

てだとか、そういうのが強固にされるということはありません。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則により、所管の行政常任委員会に付託の上、閉会中の審査に付

することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第４９号については、所管の行政常任委員会に付託の上、閉会中の審査に

付することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時５６分 休憩
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────────────────

午前１１時０４分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議 案 第 ５ ０ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第８ 議案第５０号歌志内市福祉医療費助成条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） －登壇－

議案第５０号歌志内市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し

上げます。

提案理由は、子どもの保健の向上及び子育て支援の充実を図るため、乳幼児等（子ども）医

療費の助成対象を中学３年生まで拡大するとともに、所得要件を撤廃しようとするものでござ

います。

次ページに参ります。

歌志内市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例。

歌志内市福祉医療費助成条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２ページを

ごらん願います。

第１条中「乳幼児等」を「子ども」に改める。これは、乳幼児等医療費の助成対象を中学３

年生まで拡大するため、対象者を「乳幼児等」から「子ども」に変更するものでございます。

第２条第３号中「乳幼児等」を「子ども」に、「満１２歳」を「満１５歳」に改め、同条第

４号中「乳幼児等」を「子ども」に改める。これは、乳幼児等医療費の助成対象を「乳幼児

等」から「子ども」に改め、満１５歳に達する日の最初の３月３１日まで助成の対象とするも

のでございます。

第３条中「乳幼児等（満６歳に達する日（誕生日の前日）後の最初の４月１日から満１２歳

に達する日（誕生日の前日）以後の最初の３月３１日までの者にあっては、入院及び指定訪問

看護に係るものに限る。）」を「子ども」に改め、同条第２号ウ中「または、」を「又は」

に、「第２条第２号ア」を「第２条第２号」に改め、同条第４号を削る。

これは、今まで乳幼児等医療費助成対象を、通院は就学前、入院は小学６年生までとし、保

護者に対しましても一定の所得要件を設けておりましたが、通院、入院とも対象者を中学３年

生までの子どもとし、保護者の所得要件を撤廃するとともに条文を整備するものでございま

す。

第５条第１項中、「一部負担金」の次に「（満１５歳に達する日（誕生日の前日）以後の最

初の３月３１日までの者を除く。）」を加える。

これは、今まで乳幼児等の医療費助成対象者には、初診時一部負担金などの自己負担を求め

ておりましたが、中学３年生までは自己負担を設けず全額助成するものでございます。

第６条第３項中「前項」を「前２項」に改める。これは、今回の改正にあわせ、助成方法の

条文を整備するものでございます。

附則。
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第１項は、施行期日でございます。この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

第２項は、経過措置でございます。この条例による改正後の歌志内市福祉医療費助成条例の

規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に

係る医療費の助成については、なお従前の例によることとするものでございます。

なお、定例会資料の４ページに乳幼児等（子ども）医療費の助成事業の北海道補助対象基準

及び管内５市５町の状況を取りまとめておりますので、お目通しいただきたいと存じます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 今回のこの医療費助成の拡大は、福祉向上に大変望ましいことだと

思って、二、三、確認をしたいと思います。

この条例制定するに至る経過として、どの時点から検討を始めて、今回のこの提出になった

のか、その辺をちょっと経過としてお尋ねいたします。

それと、これに係る対象となる人口は何人ぐらいなのか。予算はどれぐらいの歳出をしてい

るのか。それと、この条例の運用に当たって、現行、他市町の医療機関にかかったときには、

ある程度の自己負担をしてきて、領収書を持って窓口にという格好で支払が発生しているので

すけれども、この辺の取り扱いの変更は考えておられないのか。

それと、附則なのですけれども、来年の４月１日から施行するということの施行期日ですけ

れども、もし、これが議決されれば前倒しにできないのかということをお尋ねしたいと思いま

す。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） まず１点目の検討に至る経過ということで、いつごろかというこ

とでございますが、一番最初はことしの代表質問のほうで有恵議員さんのほうからだと思いま

すが、そこから始まっておりまして、それ以降につきましても一般質問等で質問されておりま

して、その経過を踏まえて随時協議してまいりました。

それと、対象となる人口と予算ということでございますが、対象者につきましては把握して

おります、予定をしておりますが、ちょっと人口については把握をしておりません。

対象者につきましては、今のところの見込みといたしましては総勢２９８名ということで、

あくまでもまだ概算の見込みでございますけれども、就学前が１０６人、小学生が１２６名、

中学生が６６名ということで予定をしております。それと、予算の関係でございますが、これ

もまだ正式には精度の高めた試算はしておりませんが、大まかで言いますと事務費を含めまし

て拡大分として大体６００万円ぐらいふえるのではないかというふうに考えております。補助

対象、今まで従前の部分が大体４００万円程度ありますので、合わせると、大変大ざっぱな言

い方になりますけれども、約１,０００万円程度というふうに考えております。

あと、他市町村の医療機関、今まで領収書を持ってきて償還払いで、今後はどうするのかと

いうことですけれども、今まで砂川とか赤平、上砂川、歌志内の医療機関につきましては、ほ

とんど現物をやっておりましたけれども、それ以外の部分につきましては領収書を持ってきて

いただいて、後日お支払いをするということになっておりました。今後につきましては、今

ちょっと研究をしておりますが、支払基金のほうで契約をすれば、道内の医療機関につきまし

ては、支払基金等を契約しているところにつきましては現物給付できるというふうになってお

りますので、その部分について議決を得ましたら協議を進めていきたいと思います。ただ、そ

の部分につきましては、協議に多少時間がかかりますので、この条例の施行４月１日から同日
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施行できるかどうかにつきましては、ちょっと時期がずれる可能性はございます。

それと、最後の、前倒ししてできないかということでございますが、条例につきましては４

月１日ということで、周知期間、先ほど言いました医療機関ですとか支払基金等の調整も必要

になってきますので、準備期間としてやはり３カ月程度いただきたいということで、ちょっと

前倒しにつきましては難しいというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 今回のこの子どもの医療費の件は、６月にも僕、一般質問をさせても

らって、かなり一歩前進したのではないかなと思います。

それで、一般質問をした中で、この医療費を無料化にするに当たって、いろいろな福祉政策

等の兼ね合いも考えてやっていかなければならないという答えがあったのですけれども、今回

これを制定するに当たって、ほかの福祉政策には影響は出てはいないのか確認したいのですけ

れども。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） たしか６月だったと思いますけれども、ほかの福祉政策等も考え

ながら進めるということで話をしたと思います。それで福祉政策の部分については、どういう

影響があるかということについては、ちょっとまだ協議しておりませんが、先ほど言いました

とおり、住民周知期間も必要なものですから、先行させてこの部分については提案させていた

だいております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。

議案第５１号から議案第５３号

○議長（山崎数彦君） 日程第９ 議案第５１号から日程第１１ 議案第５３号までを一括議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。

森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） －登壇－

議案第５１号の一般会計補正予算につきまして御提案申し上げます。

議案第５１号平成２３年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）。

平成２３年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,５４１万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億４,６１２万７,０００円とする。

２項は省略いたします。

（債務負担行為の補正）。

第２条、債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。

２ページをお開き願います。

第２表、債務負担行為補正。

１、追加。

事項、デイ・サービスセンター指定管理料。

期間、平成２４年度より至る平成２６年度。

限度額、指定管理者と各年度において締結する年度協定書第３条に定める額。

これは、本年第３回定例会において議決をいただきました指定管理者の指定についての予算

措置であり、デイサービスセンターを平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで３年

間、歌志内市社会福祉協議会に管理委託しようとするものでございます。

５ページをお開き願います。事項別明細書の歳出から御説明いたします。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款１項１目とも議会費、１０節交際費６万６,０００円の増額補正は、慶弔費の増に伴う

議長交際費の増であります。

次に、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３節委託料４７万３,０００円の増額補

正は、ＬＧＷＡＮ接続方式の変更に伴う電算システム改修委託料であります。

次に、２項徴税費２目賦課徴収費７節賃金１２万円の増額補正は、事務補助員賃金の増であ

ります。

６ページをお開き願います。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１節報酬２万４,０００円、９節旅費８,００

０円の増額補正は、民生委員推薦会開催回数の増に伴う委員報酬と費用弁償の増であります。

３目障害者福祉費２０節扶助費３１６万１,０００円の増額補正は、受給者数の増減及び障

害者自立支援法改正に伴う障害者福祉サービス給付事業の増であります。

５目医療福祉費１９節負担金補助及び交付金５２０万４,０００円の増額補正は、平成２２

年度療養給付費負担金の清算に伴う北海道後期高齢者医療広域連合負担金の増であります。

次に、２項老人福祉費１目老人福祉事業費１１節需用費１５万円の増額補正は、市と入居者

との負担区分の変更に伴うシルバーハウジング電気料の増であります。

３目介護保険費１３節委託料２８万８,０００円の増額補正は、利用者の増に伴う介護予防

支援委託料の増であります。

８ページをお開き願います。

５項児童福祉費１目児童福祉総務費１３節委託料３７万８,０００円の増額補正は、法改正

に伴う子ども手当支給に係る電算システム改修委託料であります。

３目保育所費１節報酬９,０００円の増額補正は、嘱託保育士の時間外手当の増によるもの

であります。

次に、６款農林費２項林業費３目治山事業費２２節補償補てん及び賠償金１１６万６,００

０円の増額補正は、平成２３年９月４日の大雨による三坑の沢土砂崩壊に係る治山事業のため

の保安林指定に伴う山林保有者に対する立木補償であります。

次に、８款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１１節需用費２４万４,００



─ 23 ─

０円の増額補正は、道路街灯電気料の増で、原油海外炭の高騰によるものであります。

２目道路維持費１３節委託料１１５万５,０００円の増額補正は、（仮称）東光団地１号、

２号線及び歌神１区１号、２号線に係る道路台帳整備委託料であります。

１５節工事請負費７８万円の増額補正は、大雨被害による市道等の側溝補修の増でありま

す。

次に、４項都市計画費２目下水道費２８節繰出金４０５万５,０００円の増額補正は、市営

公共下水道特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

次に、１０ページをお開き願います。

１０款教育費５項社会教育費３目図書館費１１節需用費１８万３,０００円、１８節備品購

入費２３１万７,０００円の増額補正は、北門信用金庫からの指定寄付金２５０万円を受け、

児童用図書等と図書装備用消耗品を購入するものであります。

次に、１４款１項とも職員費１目職員給与費は、財源区分の変更であります。

次に、１５款１項１目とも予備費５６３万円の増額補正は、歳入歳出予算の調整によるもの

でございます。

続きまして、事項別明細書の歳入を御説明いたしますので、３ページをお開き願います。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金１５８

万円の増額補正は、障害福祉サービス費等の増であります。

次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金７９

万円の増額補正は、障害福祉サービス費等の増であります。

次に、２項道補助金１目民生費補助金１０節子ども支援対策事業費補助金３７万８,０００

円の増額補正は、子ども手当事業の増であります。

次に、１５款財産収入２項財産売払収入３目１節とも不動産等補償収入１６万３,０００円

の増額補正は、赤平市赤間の沢市有林内の北電所有のマイクロ無線反射板に係る立木伐採補償

収入であります。

４ページをお開き願います。

１６款１項とも寄附金３目教育費寄附金１節図書購入費寄附金２５０万円の増額補正は、図

書館の図書等充実資金として、北門信用金庫からの指定寄附金であります。

次に、１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金２,０００万円の増額補正は、前年度繰

越金の一部を予算計上するものでございます。

以上で、議案第５１号の一般会計補正予算の事項別明細書を含めての説明を終わりますの

で、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５２号の歌志内市営公共下水道特別会計補正予算につきまして御提案申

し上げます。

議案第５２号平成２３年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）。

平成２３年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０５万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,１８５万５,０００円とする。

２項は省略いたします。

３ページをお開き願います。事項別明細書の歳出から御説明いたします。
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市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費２７節公課費４０５万５,

０００円の増額補正は、平成２２年度分消費税の申告に伴う増であります。

次に、２款１項とも公債費２目利子は財源区分の変更であります。

続きまして、事項別明細書の歳入を御説明いたしますので、２ページをお開き願います。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

３款１項とも繰入金、１目１節とも一般会計繰入金４０５万５,０００円の増額補正は、歳

入歳出予算の調整により一般会計から繰り入れするものであります。

以上で、議案第５２号の市営公共下水道特別会計補正予算の事項別明細書を含めての説明を

終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） －登壇－

議案第５３号平成２３年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の支出予定額を補正するものでありま

す。

第１款病院事業費用の既決予定額５億９,１３４万７,０００円に３７９万７,０００円を増

額して、５億９,５１４万４,０００円に改めようとするもので、その内訳は第１項医業費用の

既決予定額に３７９万７,０００円を増額して、５億８,３１５万７,０００円に改めるもので

あります。

第３条は、予算第７条に定めた議会の議決を得なければ流用することのできない経費の第１

号、職員給与費「３億７,４２３万５,０００円」に３７９万７,０００円を増額して「３億７,

８０３万２,０００円」に改めるものであります。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出について御説明いたしますので、１ペー

ジをお開きください。

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の３７９万７,０００円の増額の内訳は、（給

料）２節看護師給２６７万２,０００円の増、これは平成１８年７月１日の医療法施行規則の

一部改正に伴う経過措置が平成２３年度末で終了するため、平成２４年４月１日付で採用を予

定していた不測の事態のための看護職員１名を、本年５月１日付で前倒しし採用したことによ

る増であります。

この医療法の改正は、長期にわたり療養が必要な医療必要度の高い患者を受け入れる病床と

の位置づけを医療法の体系上で明確にし、病棟看護師の人員配置基準を引き上げるというもの

で、病棟看護師の人員配置基準が６対１から４対１に変更となるものであります。当院の場合

は６０床ですので、これまで最低基準１０人配置から１５人配置となりますが、不測の事態に

備え、看護職員１名を前倒しし採用したことに伴い、現在の病棟看護師は１６人となっており

ます。

医療法改正の配置基準からすれば、１５人のところ１６人となり１名増となりますが、不測

の事態、つまり自己都合による退職や病気休暇などで欠員となった場合、速やかに人員を確保

することは看護師不足からも困難と判断し、また、この配置基準を下回ることによりペナル

ティーが生じることから、それらを回避するための措置としても人員確保は急務と考え、採用

時期が早いこともありましたが、前倒しし採用を行ったものであります。
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３節医療技術員給６４９万４,０００円の減は、本年３月３１日付で診療エックス線技師兼

医療相談担当が勧奨退職したことによる給料の減と、平成２２年２月７日から病気休職中の理

学療法士に係る給料について本年２月７日で休職期間が１年を経過し無休となったため、今年

度の４月から１１月分までの給料を減額するものであります。

４節事務員給４５０万５,０００円の増は、本年４月１日付の人事異動等に伴う職員給料の

増額分であります。

次に（手当）６節看護師手当１６９万１,０００円の増、７節医療技術員手当３５２万９,０

００円の減。

次ページの８節事務員手当２６９万２,０００円の増、これらは先ほど御説明いたしました

看護職員採用等による増、診療エックス線技師退職等による減、職員の異動等による増であ

り、詳細は省略させていただきます。

１３節報酬２２６万円の増は、本年３月３１日付で診療エックス線技師兼医療相談担当が勧

奨退職したことに伴い、本年４月１日付で嘱託職員の診療放射線技師を採用したことによる増

であります。

次に、３ページから５ページまでの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきまし

て御説明いたしますので、７ページをごらんください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は、既決予定額より３７９万

７,０００円を増額した４,６０５万８,０００円となり、年度末の累積欠損金が８億７,２３６

万７,０００円となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、議案第５１号平成２３年度歌志内市一般会計補正予算（第

５号）について質疑に入ります。

質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） １点だけお伺いいたします。９ページの道路維持費でございます。

調査設計委託料１１５万５,０００円、先ほどの提案説明では、東光線、歌神線だったかと

いう、ちょっと早口で聞こえなかったのですけれども、これは既にできている、つくった道路

を設計委託するのか、これからつくるものをやるのか。それで、もし万が一、つくったものを

やるとすれば、何で今ごろ補正に出てくるのか。いつも私、補正の問題で質疑をさせていただ

きますけれども、補正というのは私が言うまでもなく皆さんプロだからわかっていると思いま

すけれども、非常に補正を安易に考えているのではないかという気がいたしますので、その辺

をあわせて御答弁をお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） ９ページの御質問がございました道路維持費の委託料でございま

すが、東光団地のセイコーマートの横の道路でございます。それと、歌神団地でございますの

で、歌神の建てかえ住宅の道路をあわせて、この２本を道路台帳整備をするということで委託

をとっております。

これにつきましては、当初予算でもよろしいのですが、台帳整備を行って道路認定を行うこ

とによって交付税に反映されるものですから、来年度やるよりは今回の１２月に補正をしまし

て、３月には道路認定ということで議会に上程いたしたく、今回補正したところでございま

す。

○議長（山崎数彦君） もう１件、補正予算のことについて、考え方ですか、それについて、
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多分、財政課長の答弁だと思いますけれども。

森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） ２点目のことで、柴田課長のほうからもお話ししたとおりなので

ございますが、この道路台帳、この件につきましては、補助金も何もつかない市単費なもので

すから、緊急性が余りないわけなのですが、先ほど話したとおり毎年４月１日現在の道路の延

長、面積に基づく普通交付税の算定に使われる延長面積となり得ることから、どうしても３月

いっぱいで整備して道路台帳に登載したいということから、１２月、第４回定例会に補正とし

て上げた次第でございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） ちょっと私の勘違いかどうかわからないものですから、確認の意味で

再度質問をさせていただきます。

先ほどの答弁では、東光団地つくったときのセイコーマートの付近の道路と、それから歌神

団地の道路ということでございます。それで、歌神団地も住宅を建てますよ、道路をつくりま

すよと。それから、セイコーマートのほうも団地をつくりますよと、道路をつくりますよと。

こういうことは、その事業事業で一括設計委託をしているのではないかと思うですけれども、

その道路は団地をつくるときに一緒に設計をしないのですか。その辺をちょっとお伺いしたい

のですけれども。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 設計自体のアウトラインといいますか、道路の形状、いわゆる道

路の中心線用地関係はやります。今回この台帳整備は、できたものをさらに出来高と言うので

すか、出来型と言うのですか、そういう部分を台帳に網羅しまして、実際に排水の位置がどこ

にあるとか、水道管がどこにあるとかという部分をその台帳の図面に落としまして、さらに面

積関係、そういった数値を台帳に入力し、図面については規定の縮尺のマイラーズという透明

なペーパーに台帳図の基本となる道路を写すと、そういう作業でございますので、設計をする

とか測量をするというよりは、できたものを現地と確認しまして台帳に載せるということがこ

の業務でございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 大体わかりました。

それで、先ほどの補正のことも答弁いただきましたけれども、実際にこれからやるわけです

けれども、これからどんどん雪が降ってきて、そして道路台帳を整備すると、そのための設計

だということなのですけれども、本来であれば雪の降らないうちにやるとか、実際にこれから

どんどん降雪期を迎えて、正規のというのか、精密な設計というのか、そういうのはできるの

ですか。その辺お伺いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 実際、水道、下水道、道路工事というものは、それぞれの業者さ

んがやります。その管路の位置、あるいは道路の中心線、水道管、下水道管の中心線、これに

ついては座標管理ということで行っておりますので、特段の問題点がなければその座標を使い

ながらできます。完璧といいますか、できれば現地がすべて見えればいいのでございますけれ

ども、見えない部分は雪を除去して確認するということになりますが、ほとんどの場合は座標

管理で図面に落とせるということでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５１号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５１号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第５２号平成２３年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案５２号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第５３号平成２３年度歌志内市立病院事業会計補正予算（第１号）について

質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５３号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５３号は、原案のとおり可決されました。

散 会 宣 告

○議長（山崎数彦君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

御苦労さまでした。

（午前１１時４４分 散会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 山 崎 数 彦

署名議員 下 山 則 義

署名議員 女 鹿 聡


